
一

第
六

十

八
号
議
案
　
東
京
都
立
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
六
十
八
号
議
案

東
京
都
立
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　
令
和
三
年
二
月
十
七
日

�

提
出
者
　
　
東
京
都
知
事
　
　
小
　
　
池
　
　
百
　
　
合
　
　
子
　
　
　
　
　

東
京
都
立
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
東
京
都
立
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
条
例
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
四
条
の
表
東
京
都
立
中
央
・
城
北
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー
高
年
齢
者
校
の
項
位
置
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

東
京
都
新
宿
区
百
人
町
三
丁
目
二
十
五
番
一
号

　
第
四
条
の
表
東
京
都
立
城
南
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー
大
田
校
の
項
位
置
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

東
京
都
大
田
区
羽
田
旭
町
十
番
十
一
号

　
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
中
「
添
削
指
導
及
び
面
接
指
導
」
を
「
、
必
要
に
応
じ
て
添
削
指
導
若
し
く
は
面
接
指
導
又
は
そ
の
両
方
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
第
三
号
中
「
添
削
指
導
を
行
う
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
面
接
指
導
」
を
「
、
必
要
に
応
じ
て
添
削
指
導
若
し
く
は
面
接
指
導
又
は
そ
の

両
方
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
提
案
理
由
）

3 . 第 1 回 定 例 会



二

　
東
京
都
立
中
央
・
城
北
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー
高
年
齢
者
校
及
び
東
京
都
立
城
南
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー
大
田
校
の
移
転
に
伴
い
、
位
置
を

改
め
る
ほ
か
、
職
業
訓
練
の
基
準
に
係
る
規
定
を
改
め
る
必
要
が
あ
る
。


